
三 豊 教 育 2020年 2月 25日号

変
形
労
働
時
間
制
!?

○
教
員
の
長
時
間
労
働
を
是
正
す
る
た
め
の
働
き
方
改
革
が
進
め

ら
れ
、
各
学
校
で
は
、
ノ
ー
部
活
デ
ー
、
ノ
ー
残
業
デ
ー
、
計
画

年
休
制
、
部
活
動
の
休
養
日
設
定
（
週
に
平
日
の
１
日
以
上
、
土

日
の
ど
ち
ら
か
１
日
以
上
）
、
家
庭
訪
問
の
廃
止
な
ど
。
多
忙
化
の

解
消
策
が
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

○
「
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
を
導
入
で
き
る
改
正
給
特
法
」

が
国
会
で
可
決
さ
れ
た
。
学
期
中
が
繁
忙
期
だ
か
ら
と
い
っ
て
勤

務
時
間
を
延
ば
せ
ば
、
仕
事
量
は
減
っ
て
い
な
い
の
で
、
更
に
退

庁
時
刻
は
遅
く
な
る
。
長
期
休
業
中
は
閑
散
期
と
言
わ
れ
て
い
る

が
、
仕
事
や
部
活
動
も
あ
り
実
際
休
め
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ

る
。
学
期
中
の
、
夕
方
の
時
間
の
子
ど
も
の
迎
え
、
食
事
の
世
話
、

通
院
な
ど
に
、
年
休
を
取
得
す
る
必
要
が
出
て
く
る
。
１
日
８
時

間
以
上
働
か
せ
る
の
は
不
健
康
で
あ
る
。
こ
れ
以
上
、
ブ
ラ
ッ
ク

企
業
化
さ
せ
な
い
た
め
、
皆
で
反
対
の
声
を
上
げ
よ
う
。

管
理
職
評
価
!?

○
あ
る
管
理
職
は
、
特
定
の
女
性
教
員
ば
か
り
に
話
し
か
け
た
り
、

会
食
に
誘
っ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
容
姿
や
服
装
の
こ
と
を
不

用
意
に
話
題
に
す
る
こ
と
も
不
謹
慎
で
あ
る
。
ま
た
、
病
気
の
教

職
員
増
に
対
す
る
対
策
を
講
じ
な
い
管
理
職
も
不
適
任
で
あ
る
。

○
管
理
職
の
指
導
は
、
生
徒
や
教
師
の
心
に
寄
り
添
う
温
か
い
指

導
で
あ
っ
て
欲
し
い
。（
パ
ワ
ハ
ラ
相
談
窓
口
は
市
教
委
に
も
あ
る
）

［
三
豊
・
観
音
寺
市
教
委
に
三
０
人
以
下
学
級
実
現
な
ど
要
求
］

三
豊
・
観
音
寺
の
教
育
を
よ
く
す
る
会
（
澁
谷
光
博
会
長
）
は
署
名

に
協
力
し
て
く
れ
た
三
豊
地
区
労
を
は
じ
め
と
す
る
諸
団
体
の
仲
間
と

共
に
一
月
二
八
日
三
豊
市
の
三
好
覚
教
育
長
、
二
月
五
日
観
音
寺
市
の

三
野
正
教
育
長
に
三
０
人
以
下
学
級
実
現
な
ど
を
要
求
し
ま
し
た
。

パ
ワ
ハ
ラ
等
、
困
っ
た
時

の
相
談
は
、
香
教
組
へ
連

絡
を
！
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三
好
覚
教
育
長
は
、
よ
く
す
る
会

の
「
過
去
問
題
を
す
る
学
校
が
増
え

て
い
る
。
本
当
の
学
力
は
つ
い
て
い

な
い
。
」
の
質
問
に
対
し
て
、
テ
ス
ト

は
大
事
だ
が
、
「
過
去
問
を
さ
せ
て
、

点
数
を
上
げ
よ
。
』
と
言
っ
た
こ
と
は

な
い
。
「
そ
れ
で
は
、
高
校
入
試
等
で

も
通
用
し
な
い
。」
と
答
え
た
。

三
〇
人
以
下
学
級
実
現
に
対
し
て

は
「
教
職
員
定
数
改
善
は
大
事
だ
と

思
う
。
県
教
委
の
方
も
、
今
年
は
教

員
定
数
改
善
を
一
番
に
考
え
て
い

る
。」
と
回
答
し
た
。

多
忙
化
解
消
に
つ
い
て
は
、
「
多

忙
化
解
消
に
向
け
て
取
り
組
ん
で

い
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や
学
校

の
資
料
等
も
、
分
厚
い
も
の
に
な

ら
な
い
よ
う
言
っ
て
い
る
。
学
校

訪
問
の
指
導
案
は

・
２
枚
で
よ

A4

い
。
他
の
資
料
は
い
ら
な
い
。
幼

稚
園
の
指
導
訪
問
は
、
昨
年
か
ら

隔
年
に
し
て
い
る
。
」
と
回
答
し
た
。

よ
く
す
る
会
か
ら
は
、
「
学
校
訪
問

を
更
に
簡
素
化
す
る
べ
き
。
」
「
変

形
労
働
時
間
制
は
返
っ
て
多
忙
を

招
く
。」
な
ど
の
意
見
が
出
た
。

夏
休
み
短
縮
・
土
曜
授
業
に
関

し
て
は
、
「
今
の
所
、
聞
い
て
い
な

い
。」
と
述
べ
た
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
関
し

て
は
、
「
市
職
は
共
済
の
方
で
カ
ー

ド
を
作
ら
せ
て
い
る
よ
う
だ
。
」
と

答
え
た
。

※

※

※

※

三
野
正
教
育
長
は
、
よ
く
す
る

会
の
「
学
力
テ
ス
ト
で
香
川
県
は

過
去
に
無
理
を
し
て
一
位
を
取
っ

た
。
福
井
県
で
は
一
位
を
取
る
一

方
で
自
殺
者
が
出
て
い
る
。
過
去

問
実
施
で
は
本
当
の
実
力
は
つ
か

な
い
。」
と
の
質
問
に
、「
良
い
問

題
に
触
れ
る
チ
ャ
ン
ス
で
は
あ

る
。
テ
ス
ト
や
宿
題
で
自
殺
者
が

出
る
の
は
い
け
な
い
こ
と
だ
。
」

と
回
答
し
た
。

三
〇
人
以
下
学
級
実
現
に
対
し

て
は
、
「
少
人
数
加
配
を
維
持
し

つ
つ
、
更
に
教
員
を
増
や
す
要
望

を
し
て
い
る
。」
と
答
え
た
。

多
忙
化
解
消
に
関
し
て
は
、「
学

校
訪
問
の
指
導
案
は
、
教
諭
は
A4

・
２
枚
、
再
任
用
は
１
枚
」
「
業

務
の
特
殊
性
、
勤
務(

時
間)

の
上

限
が
定
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
。
昔

に
比
べ
、
業
務
量
が
増
え
て
い
る

こ
と
。」
等
を
挙
げ
た
。

変
形
労
働
時
間
制
に
関
し
て

は
、
「
こ
れ
か
ら
研
究
し
て
い
か

な
い
と
い
け
な
い
。
」
と
述
べ
、

よ
く
す
る
会
か
ら
は
、
「
多
忙
化

解
消
に
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
夕
方

の
子
ど
も
の
迎
え
や
夕
食
の
準
備
、

夕
方
の
通
院
に
年
休
を
取
得
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
市
で
の
法
制

化
を
し
な
い
こ
と
。
」
と
の
意
見
が

出
た
。

給
食
に
関
し
て
、
よ
く
す
る
会
は

自
校
方
式
の
良
さ
を
訴
え
た
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
関
し
て

は
、
「
共
済
と
県
の
健
康
福
利
課
が

調
査
依
頼
し
て
き
た
。
」
と
答
え
た
。

よ
く
す
る
会
か
ら
は
「
個
人
的
内
容

な
の
で
依
頼
を
断
る
べ
き
だ
。
」
と

の
意
見
が
出
た
。

夏
休
み
短
縮
・
土
曜
授
業
に
関
し

て
は
「
話
は
な
い
。
」
と
述
べ
た
。

※

※

※

※

過
去
の
二
学
期
制
導
入
が
流
行
時

に
、
三
観
は
拙
速
を
避
け
、
的
確
な

判
断
の
基
に
導
入
を
し
な
か
っ
た
。

今
回
も
そ
う
願
い
た
い
。

要求を聞き取る三野正教育長
要求を聞き取る三好覚教育長

三豊市教育委員会教育長 三好 覚 殿

観音寺市教育委員会教育長 三野 正 殿

三豊・観音寺の教育をよくする会会長 澁谷光博

ゆきとどいた教育を求める要求書
【要求の趣旨】

いま貧困と格差拡大が子どもたちの教育に大きな影響を与えています。私

たちは憲法、子どもの権利条約に基づいて、すべての子どもたちに確かな学

力と民主的な人格を形成する教育を実現しなければならないと考えています。

こうした趣旨の下に「ゆきとどいた教育を求める香川県署名」に取り組み、今年

度は三豊・観音寺市で約１２００筆を集約しました。その活動の中で、三豊・観

音寺の教育について以下のような声があがっていました。

早急に改善されるよう強く要求します。

【要求事項】

１、全国学力テストや学習状況調査はやめるよう働きかけてください。

２、子どもと直接向き合う正規の教職員を増員するよう国や県に働きかけてく

ださい。そして、すべての小・中学校で、３５人学級を維持しつつ、３０人以下

学級を実現するよう国や県に働きかけてください。また、特別支援学級の定

数を改善するよう国や県に働きかけてください。

３、教職員の勤務時間を守るよう指導してください。また、教職員の多忙化を

解消するために多忙化の原因を分析し、多忙化を解消するよう努力してくだ

さい。

４、教員の過労死を招く変形労働時間制を市で法制化しないでください。

５、小・中学校の教材費、給食費など学校納付金を無償にしてください。

６、本格実施を前にしている小学校の外国語活動・道徳の授業や評価につい

て、子どもたちや教師の負担増にならないようにしてください。

７、その他

（夏休み短縮・土曜授業・パワハラ・豊浜小中の給食場･ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 等）


